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事実の概要

　被疑者は、自宅アパートの周囲から同居人の遺
体が発見されたことから、令和 2年 5 月 5 日午
後 4 時頃、警察署への同行を求められた。事情
聴取後、捜査官は、被疑者宅を捜索するなどの必
要があったために宿泊を提案し、被疑者は、用意
されたホテルに連れられて宿泊した。
　その後、被疑者は、5月 6 日から 10 日までの
5日間、連日、捜査官の付き添いの下、ホテルか
ら警察署に向かい、休憩を挟みながら概ね午前中
から夜間に至るまで取調べを受け、終了後も、捜
査官に付き添われてホテルに向かい宿泊した。
　食事等の休憩時間は取調室のドアが開放されて
いたものの、捜査官が取調室に面した廊下に待機
しており、トイレの際も物音がしない状況等があ
ると、高窓から覗いて様子を見ることもあった。
また、被疑者が、宿泊費の出金等のために出かけ
る際も 2名の捜査官が同行した。さらに、捜査
官は、常に被疑者の宿泊する客室前付近の廊下で
逃亡等の警戒を続けていた。
　取調べを通して、被疑者が死体遺棄について明
確に否認したことはなく、7日付けの供述調書に
は、死体を捨てたことは間違いない旨述べたとの
記載があったほか、取調べ状況報告書の「逮捕・
勾留の有無及び罪名」欄には、いずれも「殺人」
と記載されていた。また、取調べを通して、10
通の供述調書が作成されたが、10 日に録取され
た供述調書においては、被疑事実は「殺人」とさ
れ、犯行態様などが詳細に録取されていた。
　被疑者は、11 日午後 5時 55 分に死体遺棄の被
疑事実で通常逮捕され、勾留に続き勾留期間が延
長された。これに対し、弁護人から上記裁判の取

消し等を求める準抗告が申し立てられ、準抗告審
は、いずれの裁判も取り消した。これにより、被
疑者は、27 日に釈放されたが、同日、本件殺人
の被疑事実で通常逮捕された。しかし、続く勾留
請求および接見等禁止請求が却下されたことか
ら、検察官が準抗告を申し立てた。

決定の要旨

　「1　被疑者は 6夜にわたり、捜査官の手配し
たホテルに宿泊したところ、捜査官は、被疑者が
宿泊するホテルの客室の前に張り込んで被疑者の
動静を監視しており、警察署との往復には、捜査
官による付き添いがなされている。また、この間、
連日にわたりおおむね午前中から夜間に至るまで
の長時間にわたって取調べが続けられた。このよ
うな取調べ状況等からすれば、ホテルでの宿泊に
ついて、被疑者宅の検証及び捜索差押えのため被
疑者を自宅に帰宅させることが困難な事情があっ
たことや、取調べの間、適宜休憩を挟んでいたこ
と、ホテル宿泊や取調べについて外形的には被疑
者の承諾を得る形で行われていたことなどを考慮
しても、……連日、捜査官に監視されている状態
でホテルに宿泊し、そのホテルに捜査官が迎えに
来て警察署に連れていかれ、長時間取調べを受け、
休憩時間も常に捜査官が付近にいた上、またホテ
ルに戻っても監視されるという環境に置かれてい
た被疑者において、任意同行を拒もうと思えば拒
むことができ、取調べの途中から帰ろうと思えば
帰ることができた状況にあったとは到底いえず、
かかる状況は実質的に逮捕と同視し得る。
　……本件被疑事実は、殺人であり、同一客体の
死体遺棄の被疑事実と密接に関連するところ、被
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害者と被疑者の関係性や、被害者は、被疑者らが
同居していたアパートに近接した場所で発見され
たことなどからすれば、同月 5日の任意同行の時
点において、被疑者が本件被疑事実に強く関係し
ていることが疑われていたといえる。……同月 6
日から同月 10 日までの取調べ状況報告書の罪名
が『殺人』とされていたことや、同月 7日の時
点で死体遺棄について認める内容の供述調書が作
成された後も、連日、長時間にわたる取調べが行
われたこと、同月 10 日には、本件被疑事実につ
いて犯行態様等を詳細に録取した調書が作成され
ていることからすれば、上記期間中における取調
べは、専ら死体遺棄の被疑事実について行われた
とはいえず、同月 5日の実質的な逮捕の被疑事
実には、本件被疑事実である殺人も含まれていた
と評価するのが相当である。
　そうすると、遅くとも、同月 5日の聴取後に
ホテルで被疑者の監視を始めた時点から、実質的
には逮捕状によらない違法な逮捕がされたという
ことができ、実質的な逮捕の時点から計算して勾
留請求までにおける制限時間不遵守の違法が認め
られる。
　2　本件においては、……5月 27 日に本件被疑
事実について逮捕状による逮捕がされているが、
同逮捕状の請求手続自体に制限時間不遵守等の瑕
疵は認められず、……死体遺棄の事実により逮捕
勾留がされたことにより、殺人の被疑事実による
実質的な逮捕の状態が一旦解消されたという見方
もできなくはない。
　……しかしながら、……先行する手続の違法性
が重大であることからすれば、司法の廉潔性や違
法捜査抑止の観点に照らして、本件被疑事実によ
る逮捕は違法な再逮捕として許されないといわざ
るを得ない。
　3　以上によれば、本件勾留請求には制限時間
不遵守の重大な違法があるから、本件勾留請求は
却下すべきであり、勾留が適法であることを前提
とする本件接見等禁止請求も却下すべきである。」

判例の解説

　一　問題の所在
　本決定は、直接的には、殺人という重大な被疑
事実に関する勾留が認められなかったことが、副
次的には、昭和 59 年に、最高裁が、相当性判断

の箇所ではあるものの、4日間の宿泊を伴う取調
べに対し、「妥当とはいい難い１）」として強い疑
問を投げかけていたにもかかわらず２）、今なお 6
日に及ぶ宿泊を伴う取調べがなされたことから、
「富山ケース」として注目を集めた事案である３）。
　本決定では、警察署への同行等が「実質的に逮
捕と同視しうる」と判断されているが、本件は令
状等において被疑事実が顕在化されることのない
実質的逮捕が問題となる事案であるため、直接問
題となった殺人を被疑事実とする勾留の許否との
関係では、先行する実質的な身体拘束の基礎とさ
れた被疑事実が「死体遺棄」であったのか、「殺人」
であったのかがなお問題となる。
　以下では、それらに順次検討を加えるとともに、
その他の判示事項についても若干取り上げる。

　二　任意同行等と実質的逮捕
　１　捜査機関は、逮捕に先行して被疑者を警察
署等に同行し、引き続き取調べを行うことがある
（刑訴法 198 条 1 項、197 条 1 項）。しかし、こうし
た処分が強制連行や強制留め置きに至っていれ
ば、無令状逮捕として許されない（実質的逮捕）。
　２　実質的逮捕に当たるか否か、すなわち、被
疑者の意思に反して、出頭拒否や退去の自由と
いった身体の自由を著しく制約するものであるか
否か（身体拘束の程度に至っているか否か）につい
て、学説上は、主に、同行を求めた時刻・場所、
同行の方法・態様、同行後の状況（特に取調べ時間・
監視状況等）、同行の必要性などの客観的状況を考
慮して、「任意同行を拒もうと思えば拒むことがで
きたかどうか、途中から帰ろうと思えば帰ること
ができたかどうか」を判断し、拒絶の意思が明示
されていない場合であっても実質的逮捕と評価す
べき４）との方向で議論されてきたとされる５）。裁
判例においても、例えば、富山地決昭 54・7・26 は、
被疑者から帰宅ないし退室について明示の申出が
なかった事案で、同行後の状況に関して、「長時間」
であることや「深夜にまで及〔んでいる〕」こと、「事
実上の監視付き」であることを指摘したうえ、「通
常は遅くとも夕食時には帰宅したいとの意向をも
つと推察」し、「被疑者にその意思を確認したり、
自由に退出したり外部に連絡をとったりする機会
を与え〔る〕」といった任意性を確保するための
配慮が欠けていたなどとして、実質的逮捕であっ
たと判断している６）。
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　３　しかし、最高裁昭和 59 年決定が、被疑者
を 4日間ホテル等に宿泊させ、捜査官が隣室に
泊まったり、その周辺を張り込む等したりしてそ
の動静を監視したうえ、自動車で警察署との間を
送り迎えして連日朝から夜 11 時頃までの長時間
の取調べを行った事案において、「宿泊を伴う連
日にわたる長時間の取調べに応じざるを得ない状
況に置かれていたものとみられる一面もあり」と
しつつも、被疑者の明確な拒絶の意思表示がな
かったことを重要視して、強制処分性を否定した
ようにみうる判断をしたことから、実質的逮捕に
関するそれまでの判断とは異なる評価方法によっ
た可能性が指摘されている。すなわち、本決定に
よれば、取調べが自由拘束的で一般人ならば容易
に応じないようなものであっても、明示的に拒否
する被疑者の「意思を制圧」しなければ、実質的
逮捕とは評価されないとしたものと解するのであ
る７）。続く最高裁平成元年決定も、徹夜の 20 時
間を超える長時間の取調べがなされた事案にお
いて、取調べを拒否して帰宅しようとしたこと
はないことなどを挙げて強制処分性を否定して
いる８）。
　昭和 59 年や平成元年の決定文からは、強制処
分性を否定した理由は必ずしも明らかではない
が、前者は宿泊施設への宿泊を自ら望んだ事情が
あることが、後者においては、自ら進んで取調べ
を願う旨の承諾があったことが認定されている。
こうした状況下で被疑者が拒絶の意思を明示して
いない事情が意思に反する身体拘束か否かの判断
において考慮されたとみることも、（どの程度の推
認力をもつ事情といえるかは格別、）不当とまでは
いえないであろう。前掲富山地決も、拒絶意思の
明示がないとしても、「任意の取調であるとする
他の特段の事情の認められない限り」としている
のである。両最高裁決定は、いずれもかなり判断
の微妙な事案ではあるが９）、最高裁が、明示され
た拒絶意思を制圧していない限り、実質的逮捕と
はいえないとの評価方法を用いたものとまではい
い切れないように思われる 10）。
　４　他方で、学説上は、かねてより、任意同行
等が実質的逮捕に当たるかが問題となる局面での
判断と取調べ中の自白の証拠能力との関係で当該
取調べが実質的逮捕などの強制手段を用いたか否
かが問題となる局面での判断とは必ずしもパラレ
ルなものになるとはいえないと指摘されてきた11）。

より具体的には、上記両最高裁決定が、実質的逮
捕の存在それ自体ではなく、自白の任意性判断の
局面について、供述者の心理や認識といった主観
面への影響の有無との関係で、それを否定するほ
どの強制手段がとられたか否か（明示された拒絶
意思を制圧したか否か）についての判断基準を示
したものとの理解が示されている 12）。
　上記両最高裁決定が、実質的逮捕を取調べのた
めに用いることが許されないことを示したと解さ
れることからすれば、端的に実質的逮捕が許され
ないことを判断する局面における判断基準や考慮
事項との異同はなお検討を要するといえ 13）、本
件の本案審理の動向が注目される。
　５　いずれにしても、被疑者が任意同行等に明
確な拒絶意思を示していないことが強制処分性を
否定する事情になるとしても、それは拒絶意思を
明示できる状況にあることが前提になるため、拒
絶意思を明示していない一事をもって、意思に反
していないとの認定が可能となるわけではない。
本決定は、宿泊や取調べについて「外形的には被
疑者の承諾を得る形で行われていた」としつつも、
被疑者の置かれた客観的状況から、「任意同行を
拒もうと思えば拒むことができ、取調べの途中か
ら帰ろうと思えば帰ることができた状況にあった
とは到底いえ〔ない〕」として、実質的逮捕に当
たると判断している。上記両最高裁決定とは異な
り、他に任意性を基礎づけうる事情がない以上、
この判断に異論はないであろう（最高裁は、検察
官の特別抗告の申立てを 433 条の抗告理由に当たら
ないとして棄却している 14）。）。

　三　実質的逮捕の被疑事実
　１　逮捕に違法がある場合、そのことが勾留
請求の許否の判断に影響を及ぼす点に争いはな
い 15）。したがって、準抗告審は、勾留または勾
留請求却下の原裁判に違法があるか否かを判断す
る際、勾留の理由や必要性のほかに、逮捕手続の
適法性も検討することになる。もっとも、逮捕手
続の違法が直ちに勾留請求の却下に結び付くわけ
ではなく、いかなる違法があれば勾留請求を却下
すべきかについては議論があるが、本件では、実
質的逮捕がなされた時点を起算点とすると、法が
定める勾留請求までの時間を超過しており（204
条 1 項、205 条 1 項）、免責事項も見受けられない
ことからすれば（206 条）、勾留請求を認めなかっ
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た原裁判を違法とすべき事由はないといえる。
　検討を要するのは、本件の実質的逮捕の被疑事
実は何であるかである。本件のそれが死体遺棄（の
み）であるとすると、殺人とは併合罪関係にある
ことから、殺人での正式な逮捕およびそれに引き
続く勾留請求が直ちに違法とされるわけではない
からである。
　２　問題は、令状逮捕とは異なり、被疑事実が
文字通りには顕在化していない場合に、どのよう
に身体拘束の基礎とされた被疑事実を判断するか
にある。この点につき、本決定は、「〔本件の〕取
調べは、もっぱら死体遺棄の被疑事実について行
われたとはいえず、……実質的な逮捕の被疑事実
には、本件被疑事実である殺人も含まれていたと
評価するのが相当である」との判断を示している。
　本件の被疑者については、別の準抗告審におい
て、死体遺棄に関して既になされた勾留および勾
留期間延長の裁判がいずれも取り消されている。
そうした判断になった理由は明らかではないが、
もっぱら死体遺棄の被疑事実について行われた実
質的逮捕であったことが理由にされていたとすれ
ば、「〔本件の〕取調べは、もっぱら死体遺棄の被
疑事実について行われたとはいえ〔ない〕」とす
る理由付けとは矛盾しかねない。本件の事実関係
からは、もっぱら殺人の実質的逮捕とみることも
できようが、そのような判断がなされなかったの
は、死体遺棄での勾留等が取り消されたことに一
因があったのかもしれない。
　いずれにしても、勾留請求までの時間が超過し
ているといえるためには、当該実質的逮捕が殺人
の被疑事実によるものであったという実体が必要
であり、本件の実質的逮捕に殺人の被疑事実が「含
まれていた」だけでは不十分なはずである。そう
すると、この判示部分は、前段のみでなく、後段
と一体となって理由をなしていると読むべきとい
えよう。すなわち、本件取調べは、もっぱら死体
遺棄のみの被疑事実について行われたのではな
く、もっぱら殺人の被疑事実についても行われて
いたとの判断がなされたとみるのである。本決定
も指摘するように、死体遺棄と殺人とが密接に関
連する本件のような場合は、双方の被疑事実によ
る実質的逮捕の実体があるとの判断に窮すること
はないかもしれない。しかし、併合罪関係にある
場合、双方が密接に関連しないケースが通常だと
すれば、実質的逮捕の被疑事実をいかにして判断

するのかは、なお検討を要する課題であろう。

　四　再逮捕と勾留
　本件の勾留請求の許否をめぐる判断は、以上の
検討によってなされうるものであるが、本決定で
は、判示 2において、殺人による正式逮捕の適
否についても検討が加えられている。
　確かに、実質的逮捕を理由に勾留請求が却下さ
れた場合に、同一の被疑事実についての再逮捕・
再勾留が一切許されないわけではなく、逮捕手続
の違法の程度と再度の身体拘束の必要性いかんに
よっては許容される余地がある。しかし、本件で
は、勾留請求の制限時間超過という法が勾留を認
めないことを明言する場合に該当しており、勾留
を認める余地がないことからすれば、再逮捕の許
否を検討する必然性はなかったように思われる。
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